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業務及び財産の状況に関する説明書類 
第 3期 2023 年７月１日から 2024 年６月 30日まで 

 

2024 年 8 月 28 日作成 

 

 

 

 

 

 

 

一． 業務の概況 

1. 監査法人の目的及び沿革 

＜目的＞ 

1. 財務書類の監査又は証明の業務 
 

2. 財務書類の調製、財務に関する調査若しくは立案又は財務に関する相談の業務 

3. 公認会計士試験に合格した者に対する実務補習 

 

＜沿革＞ 
 

令和４年６月に大阪市北区天満にてあやめ監査法人を設立  
 

2. 無限責任監査法人又は有限責任監査法人の別 

無限責任監査法人 

 

3. 業務の内容 

(1) 業務概要 

当監査法人の業務は、監査証明業務及び非監査証明業務をおこなっております。 

 

(2)新たに開始した業務その他の重要な事項 

   該当事項はありません。 

  

監査法人名 あやめ監査法人 

所在地 大阪市北区天満２丁目１番-27 号 

天満橋永ビル４階 

代表者 余野 憲司 
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(3) 監査証明業務の状況 

 

                          2024年6月30日現在 

種別 
被監査会社等数 

総数 内大会社等の数 

①   金商法・会社法監査     

②   金商法監査     

③    会社法監査 2 0 

④    学校法人監査     

⑤    労働組合監査     

⑥    その他の法定監査     

⑦    その他の任意監査  1 0 

計 3 0 

 

(4) 非監査証明業務の状況 

 

2023年7月1日～2024年6月30日までの業務実施先数 

  大会社等 その他の会社等 その他 

対象会社数等 0 件 3 件 0 件 
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4. 業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 

(1) 業務の執行の適正を確保するための措置 

 ① 経営の基本方針 

当法人の経営基本方針として、「品質管理を徹底した監査を行い、クライアントから

信頼される監査法人」を掲げており、「誠実であることを大切に、クライアントと社会

をつなぐパートナーとして、信頼される監査法人」をスローガンとしております。 

当法人では、社会的独立性を重視しつつ、高品質の会計・監査業務を提供できるよう

品質管理に重点を置いた体制を構築しており、品質管理を最優先とする業務遂行の確

保に努めております。パートナー及び職員は経験豊富な公認会計士を中心に構成され、

一人ひとりが職業的専門家として自由闊達な意見交換を行える風土を醸成、維持する

ことで監査品質の向上に組織的・継続的に取り組んでおります。 

 

 ② 経営管理に関する措置 

当法人の経営管理に関する措置に係る意思決定機関として「社員会」を位置づけて

おります。社員会を毎月開催し、重要な意思決定を行っております。この他、毎週、定

例会議を開催し、社員間の情報共有を緊密に行い、課題の解決について議論を行うこ

とで、ガバナンス強化を図っております。 

 

 ③ 法令遵守に関する措置 

当法人では、公認会計士法等の関係法令遵守の他、日本公認会計士協会より公表さ

れる倫理規則等を遵守し、会議やメール発信等により、法令遵守について周知徹底を

図っております。 

 

(2) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置 

 ① 業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持 

当法人では、業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持について、「監査の品質

管理規程」及び「職業倫理及び独立性に関する細則」にその方針及び手続きを定めてお

ります。 

また、独立性の規定を遵守していることを確認するため、毎年４月１日現在及び必

要となる時点において独立性の保持のための方針及び手続の遵守に関する確認書であ

る倫理委員会研究報告第１号「監査人の独立性チェックリスト」により独立性に対す

る阻害要因の有無を調査しております。 

 

 ② 業務に係る契約の締結及び更新 

当法人では、業務に係る契約の締結及び更新について、「監査の品質管理規程」及び

「契約の新規の締結及び更新に関する細則」を定めており、監査契約の新規の締結に

ついては社員会において決定することとしております。 

 

 ③ 業務を担当する社員その他の者の採用、教育、訓練、評価及び選任 

ア．社員の報酬の決定に関する事項 

当法人の社員の報酬の決定については、「社員報酬規程」に基づき決定しており

ます。「監査の品質管理規程」、「専門要員の評価、報酬及び昇進に関する細則」等に

したがい、品質管理業務や法人運営業務への貢献度等を評価・考慮することとして

おります。 

 

イ．社員及び使用人その他の従事者の研修に関する事項 

当法人の社員及び使用人その他の従業者の研修については、「監査の品質管理規
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程」、「研修管理マニュアル」にしたがい、品質管理担当責任者は、専門要員が必要

な単位数を取得していることを確認しております。また、履修単位不足が判明した

場合には、該当する者が速やかに不足の単位数を履修するまで、監査業務に従事す

ることを制限する等の措置を取ることとしております。 

 

 ④ 業務の実施及びその審査 

ア．専門的見解の問合せ 

当法人では、専門性が高く、判断に困難が伴う事項等に直面した場合等について、

「監査の品質管理規程」及び「専門的な見解の問い合せに関する細則」等において、

専門的見解の問合せに関する方針及び手続を定めて運用しております。 

 

イ．監査上の判断の相違の解決 

当法人では、監査上の判断の相違を解決が必要となる場合等について、「監査の

品質管理規程」、「専門的な見解の問い合せに関する細則」及び「審査手続きマニュ

アル」等において、監査上の判断の相違に関する方針及び手続を定めております。 

専門性が高く、判断に困難が伴う事項等に直面した場合等について、「監査の品質

管理規程」及び「専門的な見解の問い合せに関する細則」等に専門的見解の問合せ

に関する方針及び手続を定めて運用しております。 

 

ウ．監査証明業務に係る審査 

当法人では、監査証明業務に係る審査の実施にあたり、「監査の品質管理規程」及

び「審査手続きマニュアル」等において方針及び手続を定めて運用しております。

全ての監査業務について監査計画及び監査意見形成のための監査業務に係る審査

を行っております。また、審査が完了するまで監査報告書を発行しない方針であり、

監査報告書の日付は、審査の完了日以降としております。 

 

エ．監査ファイルの電子化その他の監査調書の不適切な変更を防止するために行って

いる監査調書の管理及び保存に関する体制の整備状況 

当法人では、監査ファイルの電子化その他の監査調書の不適切な変更を防止する

ため、監査調書の管理及び保存に関する体制の整備状況を、監査ファイルの修正等

を行う場合を含め、「監査の品質管理規程」及び「監査調書の整理に関する細則」等

において方針及び手続を定めて運用しております。 

監査ファイルは、原則として、監査報告書ごとにまとめ、監査ファイルの最終的

な整理を完了する期限は、監査報告書日後 60 日以内としております。紙面監査調

書は、改ざん等のおそれが低い監査契約書等に限定し、原則として作成しないこと

としており、品質管理担当社員が管理する調書保管庫において保管し、持ち出し

厳禁としております。電子監査調書は、アーカイブ後、品質管理担当責任者が管理

するクラウドデータにおいて、電子監査調書を保存し、原則として、監査チームは

直接アクセスできない体制となっております。 

 

 ⑤ 業務の品質の管理の監視に関する措置 

当法人では、業務の品質の管理の監視に関する措置として、品質管理のシステムに

関するそれぞれの方針及び手続が適切かつ十分であるとともに、有効に運用されてい

ることを合理的に確保するため、「監査の品質管理規程」及び「品質管理のシステムの

監視に関する規程」等において、品質管理システムの監視に関するプロセスを定めて

おります。 
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 ⑥  業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する責任者の選任その他の責任の

所在の明確化に関する措置 

当法人では、業務の品質の管理の方針として、「監査の品質管理規程」及び「品質管

理のシステムの監視に関する規程」等の品質管理に関する適切な方針及び手続を定め

ております。品質管理担当責任者は、不正リスクに関する品質管理を含め、品質管理の

システムの整備及び運用に関する責任を負い、最高経営責任者が当法人の品質管理の

システムに関する最終的な責任を負うこととしております。 

 

(3) 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に

不当な影響を及ぼすことを排除するための措置 

社員以外の者が社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことのないよう

に、当該者の選任に当たって留意すると共に、必要な研修を実施することや当該者が

作成した監査調書の十分な査閲、両者の見解が相違する場合の解決の方法、更には審査体

制の整備等、「監査の品質管理規程」に準拠して対応しております。 

 

(4) 直近において公認会計士法第 46 条の 9の 2 第 1項の規定による協会の調査（品

質管理レビュー）を受けた年月 

 該当事項はありません。 

 

 

(5) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置が適正であることの確

認 

品質管理担当責任者が、「監査の品質管理規程」に定める所定の方法に基づいて実

施しています。品質管理のシステムが遵守されているか、監査報告書が適切である

かどうかについて重点を置いて実施しています。 
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5. 他の公認会計士（大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったものに限る。）

又は監査法人との業務上の提携に関する事項 

(1) 提携を行う他の公認会計士の氏名又は監査法人の名 

該当事項はありません。 

 

(2) 提携を開始した年月 

該当事項はありません。 

 

(3) 業務上の提携の内容 

該当事項はありません。 

 

6. 外国監査事務所等（外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て

財務書類の監査又は証明をすることを業とする者）との業務上の提携に関する事項 

(1) 提携を行う他の公認会計士の氏名又は監査法人の名称 

該当事項はありません。 

 

(2) 提携を開始した年月 

該当事項はありません。 

 

(3) 業務上の提携の内容 

該当事項はありません。 

 

(4) ネットワーク及びその取り決めの概要 

該当事項はありません。
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二． 社員の概況 

1. 社員の数 

公認会計士 特定社員 合計 

 ５ 人 - 人 ５ 人 

 

2. 重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 

 

合議体の名称 

 

合議体の目的 
合議体の構成 

公認会計士 特定社員 計 

 

社員会 

 

意思決定機関 
５ 人  - 人 ５ 人 

 

三． 事務所の概況 

 

名称 

 

所在地 

当該事務所に勤務する者の数 

社員 公認会計
士である
使用人の

数 
公認会計士 特定社員 計 

本社 大阪市北区天満2丁目 
１番27号 
天満橋永ビル４階 

５ 人 - 人 ５ 人 ０ 人 

 

四． 監査法人の組織の概要 
 

組織体制図 
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五． 財産の概況 

1. 売上高の総額 

（単位：千円） 

 第２期 

自 2022年７月１日 
至 2023年６月30日 

第３期 

自 2023年７月１日 
至 2024年６月30日 

売上高   

監査証明業務 17,160 35,090 

非監査証明業務 6,050 6,820 

合 計 23,210 41,910 

 

2. 直近の二会計年度の計算書類 

無限責任監査法人のため、添付しておりません。 

 

3. 2．に掲げる計算書類に係る監査報告書 

無限責任監査法人のため、添付しておりません。 

 

六． 被監査会社等（大会社に限る、）の名称 

該当事項はありません。 

 

 


